
 

 

 

 

 

「学び方を学ぶ」ということ 〜義務教育 9 年間の出口を見据えて〜 

6 月になりました。保護者の皆様、地域の皆様には、日頃より本校の教育活動への温かいご理解とご協力をいただき、
心より感謝申しあげます。 

さて、私が教員人生の中で今も大切に胸に刻んでいる、ある先輩（上司）からの言葉があります。 
私が以前、教務主任をしていた頃のことです。中学校籍の上司から、枠内のような言葉をかけられました。 
 

 
今井先生は、高学年を担任することが多かったんですよね。中学校籍の私から一つ、お願いがあるんです。 
それは、「小学 6 年生で卒業させたら終わり」と思ってもらっては困るということなんです。 
義務教育は中学 3 年生まで続きます。だから、義務教育 9 年間、そしてその先の『15 歳の出口』をしっかりと見据えて

指導・支援をしていかなくてはいけないのです。 
今井先生が、この先、教頭や校長になったときには、どうかこのことを忘れずにいてくれると嬉しいなぁと思います。 
 
この言葉を受けて、——小学校生活 6 年間、そして卒業式を無事に迎えることだけに力を注ぐのではなく、その子

が中学校を卒業し、自分の力で社会へと踏み出す「15 歳の姿」を想像しながら、今、何を指導・支援するのかを考え
なければならない——。管理職となった今、その言葉の重みをより一層強く感じています。 
 
 

15 歳の出口、子どもたちに最も必要な力は何でしょうか。それは、知識の量だけではありません。未知の課題に直面し
たとき、「どうすれば解決できるか」「自分はどうやって学べばよいか」という『学び方』そのものを知っていることです。 

義務教育 9 年間のゴールは、高校入試に合格することだけではなく、「自立した学習者」として、自分の力で漕ぎ出して
いく準備を整えることにあります。 
• 「答え」だけではなく「考え方」にこだわる 
• 失敗を「学びのプロセス」として捉え直す 
• 自分に合った道具や方法を選択する 
こうした「学び方を学ぶ」経験の積み重ねが、中学校での学び、そしてその先の人生を支える土台になると考えています。 
子どもたちの成長は、小学校の 6 年間で完結するものではありません。中学校へと続く大きな流れの中にあります。私た

ちは、この「９年間・15 歳の出口」を常に意識し、中学校とも情報交換・連携をしながら、子どもたちの歩みを支えてまいり
ます。今月もよろしくお願いいたします。 

今井 大介 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時 間 内 容 場 所 

２時間目 

（９：３５～１０：２０） 
授 業 各教室 

（ 中間休み １０：２０～１０：４０ ） 

３時間目 

（１０：４０～１１：２５） 
フレンドリー道徳 各フレンドリーグループ教室 

４時間目 

（１１：３０～１２：１０） 
引き渡し訓練 講 堂 

～共創～ たかがみね   だより 
学校教育目標  「自ら感じ・考え・行動・協働し、未来を創る鷹峯の子 －承認・自律・創造ー」 

令和８年 ６月 

京都市立鷹峯小学校 

校  長  今 井  大 介 

６月２０日（土）に、休日参観を実施いたします。ご多忙とは存じますが、ぜひ、ご参観くださいますよう、よろしくお願
いします。今年度は、授業参観・フレンドリー（たてわり活動）での道徳・引き渡し訓練を予定しております。 

「引き渡し訓練」につきましては、大規模災害が起こった際の大切な訓練となります。保護者の方も子どもたちと一
緒に身を守る行動等をとっていただきたいと思います。また、引き渡しに関しては大切な要件があります。別紙の詳細を
よく確認にいただきましてご参加ください。 

 

休日参観 ～授業参観・フレンドリー道徳・引き渡し訓練～ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
日本歯科医師会が、 

「6（む）4（し）」にちなんで 
6 月 4 日に「虫歯予防デー」 
を実施し、現在は名称を変更し「歯と口
の健康週間」になりました。 

 
本校は、６月１１日（木）に歯科検診

を行います。検診の結果、異常があるな
しに関わらず、全員が検診結果を持ち
帰ります。結果を見ていただき、治療が
必要なお子たちは早めの受診をお願い
します。 

 
【京都市の学童う歯対策事業について】 

～京都市情報館のホームページより抜粋～ 
 

□子どもたちの健全な発育の増進を図る
ため、京都市内在住の小学生のむし歯
治療に対し、健康保険の自己負担額を
京都市が助成する制度です。 

 
□保護者が支払う医療費（健康保険の

自己負担額）を助成します。 
 
□医療機関等窓口で子ども医療受給者

証（白色）を提示すること等により、市
内在住の小学生であることが確認でき
ましたら、むし歯治療にかかる自己負
担分を全額助成いたします。なお、当制
度には事後の払い戻し制度はございま
せん。 

 
※ただし、むし歯治療以外の診療の自己

負担額については、お支払いいただく
必要がございます。（子ども医療の受
給資格をお持ちの方は、1 医療機関あ
たりの支払上限額は月 200 円となりま
す。） 

★詳しくは、京都市情報館のホームページをご覧ください★ 

 

歯と口の健康週間 

1 月
たかがみね子ども安全の日 ・ 朝会 ・ こころの日

全校５時間授業　・

2 火 ５年生　花背山の家      低学年水あそび開始（低水位）

3 水 ５年生　花背山の家

4 木 ５年生　花背山の家

5 金 ６年生「生命のがん教育」

6 土

7 日

8 月
全校５時間授業

水泳学習開始（高水位）

9 火 クラブ活動

10 水
選書会

照度検査

11 木 歯科検診１０：００～

12 金

13 土

14 日

15 月
たかがみね子ども安全の日

健康・安全の日　、　全校５時間授業

16 火 委員会活動

17 水

18 木

19 金

20 土 参観授業 ・ フレンドリー道徳 ・ 引き渡し訓練

21 日

22 月 代休日

23 火 フレンドリー活動

24 水 ６年生「租税教室」

25 木

26 金 全校５時間授業

27 土

28 日

29 月

30 火
クラブ活動

心臓二次聴診１３：３０

日 曜 学校行事・会議・研修会 PTA・地域関係 ６月２日（火）・３日（水）・４日（木）

に、５年生は『花背山の家』の野外宿

泊活動に出かけます。山の家では、ア

スレチックや山登り、野外炊事やキャン

プファイヤー等を計画しています。   

花背山の家野外宿泊活動に伴いま

して、３日（水）、４日（木）は、集団登

校に５年生はいません。５年生が登校

班長のグループもありますので、安全

に登校できますよう、ご家庭でもお声

かけをよろしくお願 

いいたします。 

５年生 花背山の家 


